様式第1号（第3条関係）
（表）
聴聞通知書

第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　殿

豊郷町長　　　　　　　　　　

次のとおり聴聞を行いますので、出席してください。

1　聴聞の件名
2　予定される不利益処分の内容
3　根拠法令の条項
4　不利益処分の原因となる事実
5　聴聞の期日　　　　　　　年　　月　　日
6　聴聞の時刻　　　午前（後）　　時　　分から（　　時　　分終了予定）
7　聴聞の場所
8　担当部署の名称および所在地
9　主宰者の職名および氏名
	（教示事項）
1　聴聞の期日に出席して意見を述べ、および証拠書類または証拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出することができます。
2　聴聞へ出席する代わりに、主宰者に対して、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができます。
3　聴聞が終結するまでの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。
4　あなたまたは代理人が正当な理由なく出席せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しないときは、聴聞を終結することがあります。
5　その他裏面に記載の事項に留意してください。




（裏）
	（留意事項）
1　あなたは、代理人を選任し、あなたに代わって聴聞の期日に出席させて意見を述べ、および証拠書類等を提出することができます。代理人を選任したときは、代理人の氏名、住所、電話番号およびあなたとの関係を記載した届出書に代理人に聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明記した書面を添付して、担当部署へ提出してください。
2　聴聞の期日に補佐人とともに出頭しようとする場合は、補佐人出頭許可申請書（様式第6号）を聴聞の期日の3日前までに主宰者に提出して許可を受けてください。
3　病気その他のやむを得ない理由があるときは、担当部署に聴聞期日変更申出書（様式第3号）を提出して聴聞の期日の変更を申し出ることができます。
4　聴聞の機会を放棄する場合は、あらかじめ、その旨を記載した書面を担当部署へ提出してください。
5　陳述書を提出する場合は、あなたの氏名、住所、弁明の件名ならびに予定される不利益処分の原因となる事実および予定される不利益処分の内容についての意見を記載してください。
6　資料の閲覧を希望する場合は、文書等閲覧請求書（様式第5号）を担当部署へ提出してください。
7　あなたまたはあなたの代理人の出席に要する費用については、県は、負担しません。


注　様式第3号、様式第5号および様式第6号を添付すること。
